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９月の定例会審査日程（予定）
　9 月の市議会（定例会）は、次の日程で行わ
れる予定です。

▽ 8月 30日（月）
…本会議［開会 / 提案理由説明］

▽ 8月 31日（火）～ 9月 3日（金）
…議案研究

▽９月４日 ( 土 )・５日（日）…休日
▽９月６日（月）～８日（水）

…本会議 [ 質疑・一般質問 ]
▽ 9月 9日（木）・10日（金）…委員会
▽９月 11（土）～ 12日（日）…休日
▽ 9月 13日（月）・14日（火）…事務整理
▽９月１５日（水）
…本会議［委員長報告 / 質疑・討論・表決 / 閉会 ]

[ 問 ]議会事務局 ☎ 63-1628

「市長と “まちづくり談義”」を

三小校区で開催します！

　「元気で、明るい、住みよい荒尾」を目指し
て、市長が地域へ出向いて皆さんと身近に語り
合い、市政に対する意見や提言をお聴きし、懇
談したいと考えています。
　ご来場をお待ちしています。

●日時　８月５日（木）
午後７時～

●場所　万田東公民館

[ 問 ]秘書広報課
☎ 63-1157
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より多くの人に花に触れる楽しみを
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荒尾市から２団体が受賞！喜びの報告
～平成 22年度安全功労者総務大臣表彰受賞報告～
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。

▲１= 大正町自警団の大正町公民館館長　鍬 信義さん（写真中央）。2= 月田
区年末特別自警団の月田区公民館館長　中山 京子さん（写真中央）。全国で 11
団体が受賞した中、荒尾市内からは 2 団体が受賞。喜びも 2 倍になった。

▲
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現在 荒尾市では、リサイクルステーション（資源ごみ集積場）から皆さ
んが分別し、排出された資源ごみを無断で持ち去る行為が多発して

います。このような状況に対応するため、市では「荒尾市廃棄物の処理及び清掃
並びにリサイクルに関する条例及び規則」の一部改正（持ち去り禁止条例）の準
備をしてきましたが、今回、その骨子案がまとまりましたので、公表します。皆
さんのご意見、ご提案を参考にさせていただきながら条例改正をしていきたいと
考えていますので、多くのご意見をお寄せください。

　福祉課　と　子育て支援課
窓口の場所がかわりました！

資源物の持ち去りを禁止するための改正案について
パブリックコメントを募集します

【意見の募集期間】
平成 22 年 8 月 1 日（日）～ 31 日（火）

【意見を提出できる人】
①市内に住所を有する人　　　　　

②市内に事務所または事業所を有する個人及び法人

その他の団体

③市内の事務所または事業所に勤務する人

④ ①～③までに掲げる人のほか、実施機関が行う

事務事業に利害関係を有すると認められる人

【骨子案の閲覧方法】
市のホームページに掲載します。また、パソ

コンをご利用できない人は、次の施設に骨子案
およびご意見提出用紙も備えていますのでご利
用ください。
①市役所１階環境保全課

②市役所１階市民総合窓口

③市役所２階情報公開コーナー

④市民サービスセンター（あらおシティモール２階）

【意見の提出方法】
ご意見提出の際は、ご意見提出用紙をご利用

ください。
住所、名前、電話番号を記入のうえ、郵便、

FAX、電子メールでお願いします。
書面での提出は、上の施設に備えつけのご意

見応募箱をご利用ください。
※なお、電話および匿名の応募はお受けいたしませ

ん。また個別の回答はいたしませんので、あらかじ

めご了承ください。

【お寄せいただいた意見などの取扱い】
　お寄せいただいたご意見などの概要とご意見等に

対する検討結果については、市のホームページなど

で公表します。

[ 問 ]環境保全課　☎ 63-1370　FAX63-1379
〒 864-8686　荒尾市宮内出目 390 番地
E-mail  kanpo@city.arao.lg.jp
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7 月から、福祉課と子育て支援
課の窓口の場所がかわりました。
窓口番号は次のとおりです。

福祉課
保護係→⑪ -1 番窓口
福祉係→⑪ -2 番窓口

子育て支援課
子育て支援係→⑭番窓口

[ 問 ]福祉課保護係☎ 63-1409、福
祉課福祉係☎ 63-1406、子育て支
援課☎ 63-1417

保護係
⑪ - 1

福祉係
⑪ - 2


